
船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月１５日 ２２時５６分ごろ 

発生場所 福山港東方沖 

 広島県福山市所在のＪＦＥスチール西日本製鉄所船舶信号所から真

方位１５８°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°２５.１′ 東経１３３°２７.４′） 

事故の概要  貨物船江和
こ う わ

丸は、北北西進中、また、押船清
きよ

丸は、はしけ J F E
ジェイエフイー

 

N 1
エヌワン

を押航して南南東進中、江和丸と JFE N1 とが衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年５月１８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 江和丸、２,４７３トン 

   １３２１２０、有限会社鍋島回漕店（船舶所有者）、株式会社

萬周海運（船舶借入人） 

Ｂ 押船 清丸、１２０トン 

   １３４７２４、岡本海運株式会社 

Ｃ はしけ JFE N1、総トン数不詳（全長９７ｍ） 

   なし、岡本海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破口を伴う凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、福山港に向けて福山港外の錨

地を出航し、船長Ａが船橋当直に当たり、法定灯火を表示して約５ノ

ット(kn)の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により北北西

進していた。 

Ａ船は、船長Ａが、錨泊船の間を通過しようとして左舵を取ったと

ころ、右舷前方にＢ船がＣ船を押航している押船列（以下「Ｂ船押船

列」という。）を認め、機関を停止したが、Ｃ船と衝突した。 

 Ｂ船押船列は、船長Ｂほか７人が乗り組み、阪神港堺泉北区に向け

て福山港を出港し、船長Ｂが船橋当直に当たり、法定灯火を表示して

約８kn の速力で、手動操舵により南南東進していた。 

Ｂ船押船列は、船長Ｂが、出航するＡ船を初認し、左舷対左舷で安



全に通過する態勢であったＡ船が左舷船首方至近でＣ船の前路に向け

て左転するのを認めて探照灯を照射し、右舵１０°～１５°を取って

機関を停止したものの、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

分析  Ａ船は、福山港東方沖を北北西進中、船長Ａが、周囲の錨泊船に注

意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、左舷

船首方至近のＢ船押船列に気付かずに左舵を取り、Ｃ船に衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船押船列は、福山港東方沖を南南東進中、船長Ｂが、左舷船首方

至近でＣ船の前路に向けて左転するＡ船を認めて探照灯を照射し、右

舵を取って機関を停止したものの、Ｃ船にＡ船が衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、福山港東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船

押船列が南南東進中、船長Ａが、周囲の錨泊船に注意を向け、船首方

の見張りを適切に行っていなかったため、左舷船首方至近のＢ船押船

列に気付かずに左舵を取り、Ａ船がＣ船に衝突したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


